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令和４年度三重県地球温暖化防止活動推進員募集要項 

 

１ 募集の目的 

三重県では、地球温暖化問題に対する県民のみなさんの理解を深め、省エネ・節電

やエコドライブ等、家庭からの温室効果ガス排出削減の取組について普及啓発を行う

「三重県地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」という。）」を募集します。 

推進員になられた方には、地球温暖化対策に関する知識等を習得していただいた後、

学校や公民館等に出向いて講座等を行ったり、県内各地で催されるイベントに出展す

るなど、様々な機会を捉えて、県民のみなさんに地球温暖化防止の取組について、啓

発していただくことになります。 

 

２ 推進員の活動等 

  推進員のみなさんは、三重県地球温暖化防止活動推進センターを拠点として次の活

動等を行っていただきます。 

（１） 学校や公民館等における出前講座等の実施 

（２） イベント等における啓発活動 

（３） 三重県、市町及び三重県地球温暖化防止活動推進センターが行う啓発事業への

協力 

（４） 三重県地球温暖化防止活動推進センターが行う推進員研修の受講 

（５） 日頃の活動によって得られた情報の提供 

（６）（１）及び（２）の活動に係る報告書（活動報告書）の提出 

 

３ 身分 

  推進員のみなさんは、ボランティアとして活動を行っていただきます。地方公務員

法第３条第３項に規定する特別職の身分を有する者ではありません。 

 

４ 活動に係る支援 

（１） 推進員活動を行っていただくにあたり、三重県地球温暖化防止活動推進センタ

ーにおいて研修会を開催し、地球温暖化防止に係る様々な情報の提供や、国・

県等の取組を紹介します。 

（２） 初めて推進員になっていただく方には、希望により出前講座等の補助スタッフ

として参加していただくなど、実践的な研修の場を提供します。 

（３） 推進員活動はボランティア活動として行っていただきますが、一部の必要な経

費については、予算の範囲で助成します。 

 

５ 応募資格 

（１）地球温暖化防止活動に熱意をお持ちの方 

（２）県内に在住、在勤又は在学している方 

（３）令和４年４月１日時点で満１８歳以上の方 
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６ 任期 

  令和４年４月１日から３年間 

 

７ 募集期間 

  令和４年１月５日（水）から令和４年２月４日（金） 

 

８ 応募方法 

  別紙応募用紙に必要事項をご記入いただき、募集期間内に三重県地球温暖化防止活

動推進センターへ持参、郵送（締切日消印有効）、ファクス、電子メールのいずれか

の方法により提出してください。なお、持参の場合の受付時間は午前９時から午後５

時までです。（土・日・祝日は除く） 

【提出先】 

 

 

 

 

 

 

 

９ 面接 

  応募資格を有する方には次のいずれかの場所で、面接を実施しますので、応募用紙の

面接希望日欄に希望日、場所をご記入ください。書類審査の結果と面接時間については、

令和４年２月８日（火）までに三重県地球温暖化防止活動推進センターからメールまた

は郵送にて連絡します。 

① 会場 三重県松阪庁舎３２会議室 （松阪市高町１３８） 

 面接日：令和４年２月１５日（火） 

② 会場 三重県地球温暖化防止活動推進センター ２階 会議室 

（津市河芸町上野３２５８番地 三重県環境保全事業団内） 

    面接日：令和４年２月１６日（水） 

③ 会場 三重県四日市庁舎第５２会議室（四日市市新正４丁目２１番５号） 

    面接日：令和４年２月１８日（金） 

 

１０ セミナー 

  新たに推進員となる方には、セミナーの受講が必要になりますので、必ず受講して

ください。 
 

〔セミナー（予定）〕 

日 時：令和４年３月５日（土）１３時００分～１７時００分 

場 所：三重県津市河芸町上野３２５８番地（三重県環境保全事業団内）  

三重県地球温暖化防止活動推進センター ２階 会議室 

 

〒510-0304 三重県津市河芸町上野３２５８番地（三重県環境保全事業団内） 

三重県地球温暖化防止活動推進センター 

電話：０５９－２４５－７５１７ 

   FAX：０５９－２４５－７５１８ 

   E-mail：mccca@mec.or.jp 
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１１ 推進員の決定及び委嘱について 

  書類審査、面接及びセミナーの受講（新規の推進員に限ります。）の結果を受け、

三重県地球温暖化防止活動推進員設置運営要綱第２条に定める要件を満たした方は、

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第３７条の規定に

基づき、令和４年４月１日付けで三重県が三重県地球温暖化防止活動推進員に委嘱し

ます。 

 

１２ その他 

  推進員の設置及び運営については、三重県地球温暖化防止活動推進員設置運営要綱

によります。 

 

１３ 問合せ先 

 〒514-8570 三重県津市広明町１３番地 

三重県環境生活部 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班 

電話：０５９－２２４－２３６８ 

FAX：０５９－２２９－１０１６ 

E-mail：earth@pref.mie.lg.jp 


